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国 民 健 康 保 険

こんな給付が受けられます
国民健康保険に加入しているみなさんがケガや病気で医者にかかったとき、また出産したり死亡
したりしたとき、次のような保険給付が受けられます。

●
療
養
の
給
付

病
院
・
診
療
所
（
医
院
）
で
保
険
証

を
提
出
す
れ
ば
、
治
療
費
の
３
割
を
支

払
う
だ
け
で
、
残
り
の
７
割
は
国
保
が

負
担
し
ま
す
（
退
職
者
等
医
療
制
度
の

対
象
者
は
２
割
ま
た
は
３
割
の
支
払
い

に
な
り
ま
す
）。

◆
医
療
費
の
７
割
を

国
保
が
負
担
し
ま
す

●
療
養
費
の
支
給

次
の
よ
う
な
場
合
、
書
類
と
印
か
ん

を
持
っ
て
保
険
年
金
課
に
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。
国
保
が
審
査
決
定
し
た
額
の

７
割
（
退
職
者
等
医
療
制
度
の
対
象
者

は
７
割
ま
た
は
８
割
）
が
後
日
払
い
戻

さ
れ
ま
す
。

◆
あ
と
で
払
い
戻
し
が

受
け
ら
れ
ま
す

①
急
病
で
や
む
を
得
ず
保
険
証
を
持
た

な
い
で
病
院
に
か
か
っ
た
場
合

【
書
類
】
病
院
な
ど
に
支
払
っ
た
費
用

の
領
収
書
・
診
療
報
酬
明
細
書

②
医
師
の
指
示
で
、
は
り
・
き
ゅ
う
・

マ
ッ
サ
ー
ジ
を
受
け
た
り
、
骨
折
や

ね
ん
ざ
で
柔
道
整
復
師
の
施
術
を
う

け
た
場
合
（
た
だ
し
受
領
委
任
を
受

け
て
い
る
柔
道
整
復
師
に
つ
い
て
は

３
割
ま
た
は
２
割
の
一
部
負
担
金
で

施
術
が
受
け
ら
れ
る
の
で
除
く
）

【
書
類
】
医
師
の
同
意
書
・
施
術
料
金

領
収
明
細
書

③
手
術
な
ど
で
生
血
に
よ
り
輸
血
を
受

け
た
り
、
医
師
の
指
示
で
コ
ル
セ
ッ

ト
や
ギ
プ
ス
な
ど
の
補
装
具
を
着
け

た
場
合

【
書
類
】
医
師
の
意
見
書
・
領
収
書

●
移
送
費
の
支
給

移
動
が
困
難
な
被
保
険
者
が
医
師
の

指
示
に
よ
り
、
緊
急
に
必
要
な
医
療
の

提
供
を
受
け
る
た
め
に
医
療
機
関
に
移

送
さ
れ
る
場
合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

【
書
類
】
医
師
の
意
見
書
・
領
収
書

●
出
産
育
児
一
時
金
の
支
給

被
保
険
者
が
出
産
し
た
と
き
出
産
育

◆
こ
ん
な
と
き
に
も

給
付
が
受
け
ら
れ
ま
す

児
一
時
金
が
30
万
円
支
給
さ
れ
ま
す
。

●
葬
祭
費
の
支
給

被
保
険
者
が
死
亡
し
た
と
き
葬
祭
費

が
10
万
円
支
給
さ
れ
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
保
険
年
金
課
（
1
20

‐
１
５
２
６
）
へ
。

医
療
費
が
高
額
に
な
り
、
負
担
し

た
額
が
一
定
限
度
を
超
え
る
と
、

そ
の
超
え
た
分
を
国
保
が
支
給
し

ま
す
。
該
当
者
に
は
治
療
を
受
け

た
月
か
ら
３
カ
月
後
に
文
書
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

支
払
っ
た
医
療
費
が

高
額
に
な
っ
た
ら

今
月
は
「
国
民
年
金
制

度
推
進
月
間
」
で
す

こ
と
し
も
17
日（
土
）・
18
日

（
日
）の
産
業
ま
つ
り
に
は
『
年

金
ひ
ろ
ば
』
を
設
け
ま
す
。

ち
ょ
っ
と
の
ぞ
い
て
み
て
く

だ
さ
い
。
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※
く
わ
し
く
は
県
住
宅
課
住
宅
計
画

班
（
1
０
４
３
‐
２
２
３
‐
３
２

２
６
）
へ
。

市
営
住
宅
の
入
居
者
を
次
の
と
お
り

募
集
し
ま
す
。

●
申
込
資
格
＝
次
の
要
件
を
す
べ
て
満

た
す
人

続
け
て
６
カ
月
以
上
、
市
内
に
住
所

ま
た
は
勤
務
先
が
あ
る
人

同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
が
い
る
こ

と
（
高
齢
者
・
障
害
者
世
帯
は
、
一

人
で
も
可
）

住
宅
に
困
っ
て
い
る
人

〇 〇 〇

所
定
の
方
法
で
算
出
し
た
世
帯
の
所

得
月
額
が
20
万
円
以
下
の
人
。
な
お
、

高
齢
者
・
障
害
者
世
帯
に
つ
い
て
は

26
万
８
、
０
０
０
円
以
下
の
人

市
町
村
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

連
帯
保
証
人
が
い
る
こ
と

（
注
）
北
囲
護
台
を
申
し
込
む
に
は
、

３
人
以
上
の
世
帯
で
あ
る
こ
と
が
必

要
で
す

●
家
賃
＝
住
宅
の
間
取
り
や
、
世
帯
の

〇 〇 〇

新聞折り込み広告に｢軽貨物
便独立開業者説明会、売上35

万円以上、仕事は当社で紹介もしま
す｣とありました。広告のとおりなら
やってみようと思いますが、仕事を
始める前に、どのような点に気を付
けなければなりませんか。

Q
Q & A

消 費 生 活 相 談

※くわしくは消費生活センター
（123-1161）へ。

この種の広告が一般の求人広
告に混じって頻繁に見られま

す。不況やリストラで生活が厳しく、
高収入をうたう求人広告に応募を考
える人もいるでしょう。しかし、逆
に高額な被害を受けたりする場合が
ありますので、注意が必要です。例

A

として次のよう
なトラブルが考
えられます。
①幌をかぶせる
などした車を
当社仕様とい
って、通常価
格より高額な
車の購入を勧
められる。

緑に囲まれた北囲護台団地

高
齢
者
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う

に
、「
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に

関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

賃
貸
住
宅
事
業
主
に
関
す
る
支
援

民
間
事
業
者
が
高
齢
者
向
け
優
良
賃

貸
住
宅
を
建
設
、
改
修
、
購
入
す
る
場

合
、
費
用
に
対
す
る
補
助
や
、
住
宅
金

融
公
庫
の
融
資
、
家
賃
に
対
す
る
債
務

保
証
な
ど
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

高
齢
者
自
身
に
対
す
る
支
援

高
齢
者
自
身
が
自
宅
を
バ
リ
ア
フ
リ

ー
化
す
る
場
合
、
住
宅
金
融
公
庫
ロ
ー

ン
返
済
の
負
担
が
軽
く
な
り
ま
す
。
ま

た
、
優
良
賃
貸
住
宅
の
情
報
を
閲
覧
で

き
る
よ
う
に
な
る
ほ
か
、「
終
身
建
物

賃
貸
借
制
度
」
が
創
設
さ
れ
ま
す
。

※
11
月
１
日（
木
）か
ら
営
繕
課
で
申

込
書
を
配
布
し
ま
す
。
く
わ
し
く

は
同
課
（
1
20
‐
１
５
５
２
）
へ
。

住
宅
改
造
費
な
ど
に

補
助
が
受
け
ら
れ
ま
す

高
齢
者
の
居
住
を
支
援

所
得
額
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す

●
受
付
期
間
＝
11
月
１
日（
木
）〜
16
日

（
金
）（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

●
受
付
場
所
＝
営
繕
課
（
市
役
所
５
階
）

募集住宅一覧表
団地名 構造 募集戸数 間取り

北囲護台
鉄筋5階建て 2 3DK（6畳、6畳、洋間7.5畳）

（囲護台1385-1）

桜　　川
鉄筋4階建て 3 3K（6畳、4畳半、3畳）

（三里塚248）

受
け
付
け
は
１
日
か
ら
16
日
ま
で

市
営
住
宅
の
入
居
者
を
募
集

②車は持ち込みでもよいが、独立開
業のために、諸費用が数十万円必
要であるといわれる（営業の届け
出は、自分ですれば数千円で済み
ます）。
③以上の費用負担に加えて、仕事の
紹介手数料が請求される。
④効率の良い仕事は、大手業者に回
ってしまう場合が多く、希望する
収入は得られない。
契約する前に、事業の内容につい
て一つ一つきちんと確認する必要が
あるでしょう。トラブルになったと
き解決することが非常に難しいので、
契約は慎重にしてください。
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11
月
９
日
か
ら
15
日
ま
で
、
秋
の
全

国
火
災
予
防
運
動
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
か
ら
冬
に
か
け
て
、
火
災
が
発

生
し
や
す
く
な
る
時
季
を
迎
え
ま
す
。

こ
の
火
災
予
防
運
動
は
、
防
火
に
対
す

る
関
心
を
高
め
、
火
災
か
ら
尊
い
生
命

を
守
り
、
か
つ
貴
重
な
財
産
の
損
失
を

防
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

市
消
防
本
部
で
は
、
期
間
中
に
、
次

の
行
事
を
行
い
ま
す
。

住
宅
火
災
に
よ
る
死
者
は
、
建
物
火

住
宅
防
火
対
策
展

災
の
約
９
割
を
占
め
て
い
ま
す
。
こ
の

展
示
を
参
考
に
し
て
、
あ
ら
た
め
て
わ

が
家
の
防
火
対
策
に
つ
い
て
考
え
ま
し

ょ
う
。

●
期
間
＝
11
月
９
日（
金
）〜
15
日（
木
）

●
場
所
＝
イ
オ
ン
成
田
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

セ
ン
タ
ー
１
階
ガ
ー
デ
ン
コ
ー
ト

●
内
容
＝
住
宅
用
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設

備
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
、
防
炎
物

品
な
ど
の
住
宅
防
火
に
関
す
る
展
示

火
災
予
防
期
間
中
に
消
防
署
員
が
家

一
般
家
庭
の
防
火
診
断

庭
を
訪
問
し
て
、
ガ
ス
器
具
や
暖
房
器

具
な
ど
の
火
気
使
用
が
適
切
か
ど
う
か

の
診
断
と
、
防
火
の
相
談
を
行
い
ま
す
。

今
回
対
象
と
な
る
地
区
は
次
の
と
お
り

で
す
。

並
木
町
…
成
田
消
防
署

南
羽
鳥
・
佐
野
・
安
西
…
飯
岡
分
署

南
三
里
塚
・
久
米
野
・
川
栗
・
畑
ヶ

田
・
大
清
水
…
三
里
塚
消
防
署

吾
妻
２
・
３
丁
目
…
赤
坂
消
防
署

な
お
、
防
火
診
断
に
お
伺
い
す
る
職

員
は
、
名
札
と
腕
章
を
つ
け
、
身
分
証

明
書
を
携
帯
し
て
い
ま
す
。

〇 〇 〇 〇

※
く
わ
し
く
は
市
民
相
談
所
（
1
20

‐
１
５
０
７
）
へ
。

11
月
８
日
に

八
生
公
民
館
で
開
催

市
政
懇
談
会

※
火
災
予
防
運
動
期
間
中
の
防
火
相

談
は
、
消
防
本
部
予
防
課
か
最
寄

り
の
消
防
署
へ
。

消
防
本
部
予
防
課
1
20
‐
１
５
９

１成
田
消
防
署
1
20
‐
１
５
９
４

飯
岡
分
署
1
36
‐
０
１
１
９

三
里
塚
消
防
署
1
35
‐
１
０
０
７

赤
坂
消
防
署
1
26
‐
３
２
１
０

〇 〇 〇 〇 〇

Nov.●16

「
た
し
か
め
て
。
火
を
消
し
て
か
ら
　
次
の
こ
と
」

秋
の
全
国
火
災
予
防
運
動

成
田
市
消
防
本
部
管
内
の
国
道
51
号

線
に
お
い
て
、
通
行
中
の
移
動
タ
ン
ク

貯
蔵
所
（
危
険
物
を
運
ぶ
車
両
）
を
対

象
に
、
警
察
と
合
同
で
立
入
検
査
を
行

い
ま
す
。

危
険
物
の
安
全
対
策

火の用心7つのポイント

住宅火災の多くは、ちょっとした火の不始末

や不注意によって発生しています。

家族一人ひとりの心がけで、未然に防ぐこと

ができたはずの火事もたくさんあります。

火事を起こさないために毎日の生活の中で、

気をつけることなどを家族全員で話し合い、も

う一度注意点を確認しておくと良いでしょう。

1．家のまわりに燃えやすいものを置かない。

2．寝たばこやたばこの投げ捨てをしない。

3．天ぷらを揚げるときは、その場を離れない。

4．風の強いときは、たき火をしない。

5．子どもには、マッチやライターで遊ばせない。

6．電気器具は正しく使い、タコ足配線はしない。

7．ストーブには燃えやすいものを近づけない。

八
生
地
区
市
政
懇
談
会
が
、
11
月
８

日（
木
）午
後
７
時
か
ら
八
生
公
民
館
で

開
催
さ
れ
ま
す
。
市
政
懇
談
会
は
、
市

民
の
み
な
さ
ん
か
ら
市
政
に
関
す
る
幅

広
い
意
見
や
要
望
を
お
伺
い
し
、
市
政

に
反
映
さ
せ
る
こ
と
で
「
市
民
参
加
の

ま
ち
づ
く
り
」
を
推
進
す
る
こ
と
を
目

的
に
行
わ
れ
る
も
の
で
す
。
参
加
を
希

望
す
る
人
は
直
接
会
場
へ
お
越
し
く
だ

さ
い
。

届
け
出
は

12
月
４
日
ま
で
に

農
業
用
自
動
車
・
機
械
の
減
価
償
却

市
で
は
、
来
年
２
月
の
確
定
申
告
で
、

農
業
所
得
を
申
告
す
る
際
に
必
要
と
な

る
農
業
用
機
械
な
ど
の
減
価
償
却
費
の

計
算
書
を
送
付
し
ま
す
。

機
械
な
ど
で
届
け
出
を
し
て
い
な
い

も
の
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
車
検
証
、
領

収
書
ま
た
は
販
売
証
明
書
を
持
っ
て
12

月
４
日（
火
）ま
で
に
市
税
務
課
（
市
役

所
２
階
）
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
同
課
（
1
20
‐
１
５

１
３
）
へ
。

わが家の防火対策の参考に

「市民参加のまちづくり」のために意見や要望を
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相 談 日
◆市民相談所（120-1507）
市民（行政）相談

月～金曜日　8時30分～5時

市民生活相談（家事・民事）

月・木曜日　9時～4時

法律相談（予約制）

水曜日　1時～4時

（裁判所で係争中の事件は除く）

人権・行政合同相談

15日（木）10時～3時

不動産相談 20日（火）10時～正午

税務相談 20日（火）10時～3時

外国人相談

8日（木）・22日（木）1時～4時

（英語･中国語･スペイン語･ポルトガル語）

◆商工観光課（電話は各相談室へ）
女性就業相談 水・金曜日 10時～4時

（23日・28日・30日を除く）

（122-1111･内線2724市役所2階相談室）

高年齢者職業相談 月～金曜日 9時～4時

（122-1111・内線2725市役所2階相談室）

住宅相談 8日（木）10時～正午

（122-2101・成田商工会議所）

◆パートサテライト（122-8281）
パートタイマー職業相談

月～金曜日 9時～4時

◆消費生活センター（123-1161）
消費生活相談 月～金曜日 10時～4時

◆保険年金課（120-1526）
年金相談 水曜日　10時～3時

◆市民生活課（120-1527）
交通事故相談 6日（火）10時～3時

◆社会福祉協議会（120-1574）
心配ごと相談 木曜日 10時～3時

酒害相談 1日（木）・15日（木）9時～正午

◆児童家庭課（120-1538）
家庭児童相談 月～金曜日 9時～4時

◆厚生課（120-1536）
戦没者遺族相談 26日（月）10時～3時

◆教育指導課（120-1582）
就学相談（予約制）月・火・木曜日 9時～5時

◆教育相談室（128-3234）
（ニュータウンセンタービル6階）

教育相談 月～金曜日 10時～5時

（不登校相談も）

※
く
わ
し
く
は
成
田
税
務
署
（
1
28

‐
５
１
５
１
）
へ
。

こ
ん
な
と
き
に
は

相
談
や
申
し
立
て
を

検
察
審
査
会
制
度

※
く
わ
し
く
は
成
田
税
務
署
法
人
課

税
第
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部
門
（
1
28
‐
５
１
５
１
）

ま
た
は
市
税
務
課
（
1
20
‐
１
５

１
３
）
へ
。

法
人
と
個
人
の

白
色
申
告
者
を
対
象
に

年
末
調
整
な
ど
の
説
明
会

※
く
わ
し
く
は
千
葉
検
察
審
査
会
事

務
局
（
1
０
４
３
‐
２
２
２
‐
０

１
６
５
）
へ
。

法
人
お
よ
び
個
人
の
白
色
申
告
者
を

対
象
に
「
平
成
13
年
分
の
年
末
調
整
・

法
定
調
書
及
び
給
与
支
払
報
告
書
の
提

出
に
つ
い
て
」
の
説
明
会
を
次
の
と
お

り
開
催
し
ま
す
。

●
日
時
＝
11
月
22
日（
木
）午
前
の
部
は

10
時
か
ら
、
午
後
の
部
は
１
時
30
分

か
ら

●
会
場
＝
中
央
公
民
館
講
堂

な
お
、
個
人
青
色
申
告
者
に
は
、
12

月
に
青
色
申
告
決
算
説
明
会
を
予
定
し

て
い
ま
す
。

◆
税
を
知
る
週
間
コ
ー
ナ
ー

●
日
時
＝
11
月
９
日（
金
）〜
17
日（
土
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

●
会
場
＝
成
田
税
務
署
１
階
玄
関
フ
ロ

ア
ー

◆
税
の
無
料
相
談

●
日
時
＝
11
月
17
日（
土
）・
18
日（
日
）

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

●
場
所
＝
成
田
国
際
文
化
会
館

●
内
容
＝
税
理
士
会
に
よ
る
税
の
無
料

相
談
、
税
に
関
す
る
資
料
の
無
料
配

布
な
ど

検
察
審
査
会
制
度
と
は

交
通
事
故
、
詐
欺
、
脅
し
な
ど
の
犯

11
月
11
日
か
ら
17
日
は
「
税
を
知
る

週
間
」
で
す
。
成
田
税
務
署
で
は
、
税

の
仕
組
み
や
使
い
道
な
ど
、
身
近
な
税

に
つ
い
て
深
く
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め

「
税
を
知
る
週
間
コ
ー
ナ
ー
」
の
開
設

や
税
理
士
会
に
よ
る
「
税
の
無
料
相
談
」

を
行
い
ま
す
。

罪
の
被
害
に
遭
い
、
警
察
や
検
察
庁
に

訴
え
た
が
、
検
察
官
が
そ
の
事
件
を
起

訴
し
て
く
れ
な
い
。「
こ
ん
な
罪
を
犯

し
た
の
に
処
罰
さ
れ
な
い
の
は
お
か
し

い
」
と
い
っ
た
よ
う
な
不
満
を
お
も
ち

の
人
は
、
検
察
審
査
会
に
相
談
し
て
み

て
は
ど
う
で
す
か
。
相
談
や
申
し
立
て

に
つ
い
て
の
費
用
は
一
切
無
料
で
、
秘

密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

検
察
審
査
会
制
度
は
、
検
察
官
の
仕

事
に
国
民
の
声
を
反
映
さ
せ
よ
う
と
い

う
目
的
で
で
き
た
も
の
で
す
。
検
察
官

の
不
起
訴
処
分
に
不
服
の
あ
る
人
の
申

し
立
て
を
受
け
て
、
事
件
を
調
べ
直
し
、

検
察
官
の
処
分
の
善
し
あ
し
を
審
査
す

る
の
が
こ
の
制
度
で
す
。

あ
な
た
も
検
察
審
査
員
に

検
察
審
査
会
は
、
選
挙
人
名
簿
の
中

か
ら
く
じ
で
選
ば
れ
た
11
人
の
審
査
員

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
ま
す
。
あ
な
た
も

大切な税を知ろう（昨年の産業まつ
りより）

税
の
仕
組
み
や

使
い
道
を
紹
介

税
を
知
る
週
間

い
つ
か
審
査
員
に
選
ば
れ
る
こ
と
が
あ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

審
査
員
に
選
ば
れ
た
と
き
に
は
、
市

民
の
代
表
と
し
て
こ
の
仕
事
に
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

資
格
調
査
に
ご
協
力
を

市
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
検
察
審

査
会
の
審
査
員
候
補
者
を
選
定
す
る
た

め
、
候
補
者
の
予
定
者
と
な
っ
た
人
に

職
業
な
ど
の
調
査
を
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。
司
法
関
係
の
職
務
に
従
事

し
て
い
る
人
な
ど
は
検
察
審
査
員
に
な

れ
ま
せ
ん
の
で
、
予
定
者
の
人
の
職
業

な
ど
を
調
査
さ
せ
て
い
た
だ
く
も
の
で

す
。11

月
上
旬
に
調
査
表
を
送
付
し
ま
す

の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。


